～大河原町文化協会にご加入される団体へ～
　
　大河原町文化協会にご加入いただく際は、協会の趣旨をご理解していただいたうえで、下記の書類を添えて、事務局（中央公民館内）に提出していただきます。

　加入の承認は、役員会議で決定しますが、特に問題がなければ２週間以内に仮承認の連絡をいたします。
　なお、正式承認は直近の役員会議での決定となりますが、その間も協会加盟団体としての活動が出来ます。
また、団体の活動内容によりいずれかの部会に所属することとなりますのでご了承願います。
　
加入の申し込みの時に提出していただくもの

１、入会申込書　　　　　　　　　　　１部
２、団体調書・事業計画調書　　　　　１部
３、会員名簿　　　　　　　　　　　　１部
４、規約（作成している団体のみ）　　１部
※会費（負担金早見表参照）は承認後速やかにお納め下さいますようお願いいたし
　ます。
大河原町文化協会事務局


（中央公民館内）


電話：０２２４－５３－４０５０


FAX：０２２４－５３－４０５１








